
あきる野市自殺対策庁内連絡会設置要領

（目的及び設置）

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）の基本理念に基づき、本市における自

殺対策について、総合的かつ効果的に施策を推進するため、あきる野市自殺対策庁内連絡

会（以下「連絡会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

（１） 自殺対策に係る計画の策定に関すること。

（２） 自殺対策に係る施策の検討及び推進に関すること。

（３） 自殺対策のための情報交換及び連携に関すること。

（４） その他自殺対策に係る必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 連絡会は、健康福祉部長、子ども家庭部長、企画政策課長、職員課長、地域防災課

長、商工振興課長、生活福祉課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、健康課長、子ど

も政策課長、保育課長、子ども家庭支援センター所長、指導担当課長をもって組織する。

（会長及び副会長）

第４条 連絡会に、会長及び副会長を置き、会長は健康福祉部長を、副会長は子ども家庭部

長をもって、充てる。

（１） 会長は連絡会を代表し、会務を総理する。

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 会長は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が召集する。

（１） 連絡会の議長は、会長をもって充てる。

（２） 委員が出席できないとき、会長は、代理の者を出席させることができる。

（３） 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くこと

ができる。

（庶務）

第６条 連絡会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

第７条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要領は、令和元年６月１２日から施行する。

資料 ３


